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令和７年第１回菊池広域連合議会臨時会会議録 

 

日 時 令和７年７月１７日(木) 

午 後 ３ 時 ３ ７ 分 

場 所 菊池広域連合議会議場 

 

１．議事日程（第１号） 

日程第 １        議席の指定について 

日程第 ２ 選挙第 １号 副議長の選挙について 

追加日程第１       議長の辞職について 

追加日程第２ 選挙第２号 議長の選挙について 

日程第 ３        会議録署名議員の指名について 

日程第 ４        会期の決定について 

日程第 ５ 選任第 １号 常任委員会委員の選任について 

日程第 ６ 選任第 ２号 議会運営委員会委員の選任について 

日程第 ７ 承認第 １号 専決処分（令和６年度菊池広域連合一般会計補正予算

（第５号））の報告及び承認を求めることについて 

報告・説明・質疑・討論・承認 

日程第 ８ 議案第１１号 物品購入契約の締結について 

上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第 ９ 議案第１２号 令和７年度菊池広域連合一般会計補正予算（第１号）に

ついて 

上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第１０ 同意第 １号 菊池広域連合監査委員の選任について 

上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第１１ 同意第 ２号 菊池広域連合監査委員の選任について 

上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第１２ 報告第 １号 令和６年度菊池広域連合一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について 

上程・説明・質疑 

 

２．出席議員（２４名） 

１番 荒 木 崇 之         ２番 後 藤 英 夫  

３番 工 藤 圭一郎         ４番 山 瀬 義 也  
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５番 水 上 隆 光         ６番 永 清 和 寛  

７番 坂 本 武 人         ８番 吉 永 健 司  

９番 青 山 隆 幸        １０番 来 海 恵 子  

１１番 大 村 裕一郎        １２番  川 秀 貢  

１３番 大 塚 勝 二        １４番 村 山 龍 一  

１５番 三 宮 美 香        １６番 坂 本 典 光  

１７番 鬼 塚   洋        １８番 中 岡 敏 博  

１９番 岩 下 和 高        ２０番 馬 場 㓛 世  

２１番 坂 本 秀 則        ２２番 福 島 知 雄  

２３番 泉 田 栄一朗        ２４番 青 木 照 美  

 

３．欠席議員（なし） 

 

４．説明のため出席した者の職氏名（１６名） 

 広域連合長  𠮷 本 孝 寿  事 務 局 長 渡 辺 博 和  

 副広域連合長 江 頭   実  総 務 課 長 緒 方 大 祐  

 副広域連合長 荒 木 義 行  福 祉 課 長 清 本   建  

 副広域連合長 金 田 英 樹  環境衛生課長 森   淑 晃  

 環境施設課長 吉 田 伸 二  

 総務課総務係長 中 山 義 崇  

 消防本部消防長 狩 野 俊 隆  

 消防本部消防次長 藤 川 哲 郎  

 消防本部総務課長 稲 倉   孝  

 消防本部予防課長 谷 山 優 一  

 消防本部警防課長 隈 部 尚 樹  

 消防本部通信指令課長 安 達 秀 昭  

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（６名） 

 書 記 長 渡 辺 博 和  書    記 新 永 崇 博  

 書    記 村 山 敬 史  書    記 古 田 弘 毅  

 書    記 橋 口 真 美  書    記 灰 瀨 杏 奈  



－ 3 － 

開会 午後３時３７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議 長（坂本典光） 定刻より少し早いですが、始めさせていただきます。 

皆様、ご起立ください。こんにちは。ご着席ください。 

ただいまから、令和７年第１回菊池広域連合議会臨時会を開会いたします。 

議事に入ります前に、諸般の報告を行います。 

全員協議会でも触れましたが、改めて報告いたします。 

大津町議会選出の大塚益雄議員から辞表の提出があり、許可をしております。 

合志市議会においても、議長、副議長の改選が行われており、後藤修一議員と澤

田雄二議員より辞表の提出があり、許可をしております。 

なお、澤田議員は連合議会の副議長でしたので、現在、副議長は空席となってお

ります。 

また、現在設置しております菊池広域連合議会議員定数調査検討特別委員会の委

員でありました後藤議員と澤田議員の辞職に伴い、特別委員会の委員に欠員が生じ

ましたので、後任に青木照美議員と来海恵子議員を新たな委員として閉会中につき

議長指名しておりますので、ご報告させていただきます。 

それでは、お手元に配付してあります議事日程に従いまして、議事を進めてまい

りたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 議席の指定について 

○議 長（坂本典光） 日程第１、議席の指定についてを行います。 

議席は、菊池広域連合議会会議規則第４条の規定によって指定します。 

議席は、お手元に配付してあります議席表のとおり指定します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 選挙第１号 副議長の選挙について 

○議 長（坂本典光） 日程第２、選挙第１号、副議長の選挙についてを議題とします。 

現在、副議長が空席となっております。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条の規定によって、指名推選をした

いと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 
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指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定しました。 

副議長に泉田栄一朗議員を指名します。 

お諮りします。 

ただいま指名した泉田栄一朗議員を副議長の当選人と定めることに、ご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名した泉田栄一朗議員が副議長に当選されました。 

副議長に当選された泉田栄一朗議員が議場におられます。菊池広域連合議会会議

規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

泉田栄一朗副議長、演壇の前にお進みいただき、ご挨拶をお願いいたします。 

○副議長（泉田栄一朗） 皆様、改めまして、こんにちは。ただいま、広域連合議会副

議長に選任をいただきました泉田栄一朗でございます。 

誠心誠意これから頑張ってまいりたいと思います。そしてまた、議長を支え、全

力で頑張ってまいりたいと思います。皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

（拍手） 

○議 長（坂本典光） ここで、議事の都合により、暫時休憩とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時４２分 

再開 午後３時４２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（泉田栄一朗） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

代わって議長の職務を行いますので、ご協力をお願いいたします。 

それでは、坂本典光議員より議長辞職願が提出されております。 

お諮りします。 

この際、坂本典光議員の「議長の辞職について」を日程に追加し、追加日程第１

として議題とすることに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（泉田栄一朗） 異議なしと認めます。 
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したがって、「議長の辞職について」を日程に追加することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 議長の辞職について 

○副議長（泉田栄一朗） 追加日程第１、議長の辞職についてを議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により、坂本典光議員の退席を求めます。 

（坂本典光議員 退席） 

○副議長（泉田栄一朗） まず、その辞職願を朗読させます。渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺博和） 読み上げます。 

辞職願。菊池広域連合議会副議長、泉田栄一朗様。今般、一身上の都合により議

長を辞任したいので、許可されるよう願い出ます。令和７年７月１７日、坂本典光。 

以上でございます。 

○副議長（泉田栄一朗） お諮りします。 

坂本典光議員の辞職を許可することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（泉田栄一朗） 異議なしと認めます。 

よって、坂本典光議員の議長の辞職を許可することを決定いたします。 

坂本典光議員の除斥を解きます。議席にお戻りください。 

（坂本典光議員 着席） 

○副議長（泉田栄一朗） 坂本典光議員、演壇の前にお進みいただき、退任挨拶をお願

いいたします。 

○議 長（坂本典光） ３か月という短い期間ではございましたが、連合議会議長とい

う大役をいただき、議長の職責を果たせましたことは、ひとえに皆様方のご協力に

よるものでございます。 

今後は、連合議員として努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

（拍手） 

○副議長（泉田栄一朗） 坂本典光議員の退任挨拶は終わりました。 

ただいま、議長が欠けました。 

お諮りします。 

この際、「議長の選挙について」を日程に追加し、追加日程第２として議題とす

ることに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（泉田栄一朗） 異議なしと認めます。 

したがって、「議長の選挙について」を日程に追加することに決定いたしました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第２ 選挙第２号 議長の選挙について 

○副議長（泉田栄一朗） 追加日程第２、選挙第２号、議長の選挙についてを議題とし

ます。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（泉田栄一朗） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

水上隆光議員。 

○５番（水上隆光） 動議を提出します。指名者に福島知雄議員を推薦します。 

［「賛成」の声あり］ 

○副議長（泉田栄一朗） ただいま、水上隆光議員から、指名者に福島知雄議員を推薦

するとの動議が提出されました。この動議は、１名以上の賛成がありますので、成

立しました。 

お諮りします。 

この動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（泉田栄一朗） 異議なしと認めます。 

したがって、福島知雄議員を指名者にすることを決定しました。 

福島知雄議員。 

○２２番（福島知雄） 議長に青木照美議員を推薦いたします。よろしくお願いします。 

○副議長（泉田栄一朗） ただいま、福島知雄議員が指名した青木照美議員を議長の当

選人と定めることに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（泉田栄一朗） 異議なしと認めます。 

したがって、青木照美議員が議長に当選されました。 

議長に当選された青木照美議員が議席におられます。菊池広域連合議会会議規則

第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

議長が青木照美議長に決定しましたので、新議長に引き継ぎます。 

それでは、新議長、よろしくお願いいたします。 

（泉田栄一朗副議長 降壇） 

（青木照美議長 登壇） 
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○議 長（青木照美） 改めまして、こんにちは。議長の就任にあたりまして、一言ご

挨拶を申し上げたいと思います。 

令和７年第１回菊池広域連合議会臨時会におきまして、皆様のご賛同をいただき、

議長に当選いたしました。本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 

坂本典光議長におかれましては、大変お疲れさまでございました。 

菊池広域連合は、関係２市２町の住民の生活や生命に関わる業務を行う重要な機

関であると考えております。 

２市２町の住民のために、公正、公平を基本として議長職を務めさせていただき

ます。 

正副連合長をはじめ、議員各位の皆様、執行部の皆様方のご協力をよろしくお願

い申し上げまして、議長就任の挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

（拍手） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 会議録署名議員の指名について 

○議 長（青木照美） 日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、菊池広域連合議会会議規則第１１６条の規定により、１１番、

大村裕一郎議員、１７番、鬼塚洋議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 会期の決定について 

○議 長（青木照美） 日程第４、会期の決定についてを議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期につきましては、議会運営委員会におきまして、本日の１日とす

ることに結論をみております。これに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 選任第１号 常任委員会委員の選任について 

○議 長（青木照美） 日程第５、選任第１号、常任委員会委員の選任についてを議題

とします。 

お諮りします。 

各常任委員会委員の選任については、菊池広域連合議会委員会条例第７条第１項

の規定によって、お手元に配付しております各委員会の名簿のとおり指名したいと
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思います。これに、異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しましたとおり、各常任委員会委員に選任することに

決定いたしました。 

ここで、各常任委員会を開催し、正副委員長の互選のため、暫時休憩といたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時５３分 

再開 午後３時５３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議 長（青木照美） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

菊池広域連合議会委員会条例第８条第２項の規定によって、各常任委員会の正副

委員長の互選の結果を報告いたします。 

総務厚生常任委員長、来海恵子議員、副委員長、鬼塚洋議員。 

環境常任委員長、大村裕一郎議員、副委員長、馬場㓛世議員。 

消防常任委員長、後藤英夫議員、副委員長、村山龍一議員。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 選任第２号 議会運営委員会委員の選任について 

○議 長（青木照美） 日程第６、選任第２号、議会運営委員会委員の選任についてを

議題とします。 

お諮りします。 

議会運営委員会委員の選任については、菊池広域連合議会委員会条例第７条第１

項の規定によって、お手元に配付しております各委員会の名簿のとおり指名したい

と思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しましたとおり、議会運営委員会委員に選任すること

に決定いたしました。 

ここで、議会運営委員会を開催し、正副委員長の互選のため、暫時休憩といたし

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時５５分 
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再開 午後３時５６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議 長（青木照美） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

菊池広域連合議会委員会条例第８条第２項の規定によって、議会運営委員会の正

副委員長の互選の結果を報告します。 

議会運営委員長、工藤圭一郎議員、副委員長、三宮美香議員。 

以上です。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 承認第１号 専決処分（令和６年度菊池広域連合一般会計補正予算（第５

号））の報告及び承認を求めることについて 

○議 長（青木照美） 日程第７、承認第１号、専決処分（令和６年度菊池広域連合一

般会計補正予算（第５号））の報告及び承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

提出者の説明を求めます。𠮷本広域連合長。 

○広域連合長（𠮷本孝寿） 本日、令和７年第１回菊池広域連合議会臨時会を招集いた

しましたところ、議員の皆様方におかれましては、公私ともに大変ご多用の中にご

出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

また、本連合の運営につきましては、日頃から格別のご理解とご協力を賜り、厚

く御礼を申し上げる次第でございます。 

それでは、令和７年第１回菊池広域連合議会臨時会の付議事件について、提案理

由を申し上げます。 

提案いたします付議事件は、６件でございます。付議事件の順に申し上げます。 

議案書の１ページをお願いいたします。承認第１号、専決処分（令和６年度菊池

広域連合一般会計補正予算（第５号））の報告及び承認を求めることについてをご

説明いたします。 

令和６年度菊池広域連合一般会計補正予算（第５号）について、５ページをお願

いいたします。第１条で、繰越明許費の補正を行っております。 

６ページをお願いします。第１表の繰越明許費に追加する額は、款４衛生費、項

１保健衛生費、事業名、大津火葬場火葬炉設備修繕工事３１２万３,０００円でご

ざいます。内容は、修繕工事の一部で再施工が必要となった箇所があり、工期内で

の完了が難しいため、工期の延長が必要となったものでございます。 

慎重審議の上、ご承認を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議 長（青木照美） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議 長（青木照美） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、承認第１号を採決します。 

お諮りします。 

本件は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第１号は原案のとおり承認することに決定されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第１１号 物品購入契約の締結について 

○議 長（青木照美） 日程第８、議案第１１号、物品購入契約の締結についてを議題

といたします。 

提出者の説明を求めます。𠮷本広域連合長。 

○広域連合長（𠮷本孝寿） それでは、議案書の７ページをお願いいたします。議案第

１１号、物品購入契約の締結についてをご説明いたします。 

今回議決をお願いいたします契約は、去る５月２６日に指名競争入札に付しまし

た高規格救急自動車１台の購入契約で、西消防署に配備する予定でございます。 

地方自治法第９６条第１項第８号の規定、並びに菊池広域連合議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

議案の要旨のみについて申し上げましたが、詳細につきましては消防長に説明を

させますので、慎重審議の上、ご議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議 長（青木照美） 狩野消防長。 

○消防長（狩野俊隆） それでは、議案書の７ページ、資料集は１ページから４ページ

をお願いいたします。 

議案第１１号、物品購入契約の締結についてをご説明いたします。 

今回購入いたしました高規格救急自動車の納入場所は、菊池郡菊陽町大字原水７

番地１、菊池広域連合消防本部で、契約方法は、指名競争入札による契約でござい

ます。 

契約金額は、３,６５２万円で、契約の相手方は、熊本市中央区上水前寺１丁目

１０番５号、熊本いちはら工業株式会社、代表取締役、澤田悦幸氏でございます。 

今回購入いたします車両の特徴としましては、運転室と患者室の間に扉を設置い
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たしまして、出動隊員の感染リスクを極力減らす仕様とし、感染症対策を行います。 

また、狭い住宅や移動中におきましても、心臓マッサージを中断せずに継続的に

行える自動心臓マッサージ器を搭載し、救命率の向上を目指します。 

なお、財源につきましては、地方債、施設整備事業債を活用する予定でございま

して、起債額は９４０万円、うち７０％が交付税算入となります。 

以上で説明を終わります。 

○議 長（青木照美） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

荒木崇之議員。 

○１番（荒木崇之） それでは、議案第１１号、物品購入契約の締結について、お伺い

いたします。 

私は、この高規格救急自動車が高いとか安いとかのことではなくて、入札の制度

についてお尋ねしたいと思っていますけども、今回１１社のうち２市２町に本店及

び支店を置く業者、これは何社いらっしゃったんでしょうか、お尋ねします。 

○議 長（青木照美） 渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺博和） ただいまのご質問にお答えします。 

指名願の提出があってございますのは全部で１１社でございます。 

以上です。 

○１番（荒木崇之） すみません、１１社のうち、何社、２市２町に本店及び支店を置

くのかということ、多分３社だとは思うんですけど。 

○議 長（青木照美） 渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺博和） ３社でございます。 

○議 長（青木照美） 荒木議員。 

○１番（荒木崇之） ３回までなので、あと２回したいと思いますけども、地方自治法

に明確な規定はありませんけども、入札が成り立つ条件として２社以上であれば入

札は成り立つとされております。ということであれば、指名競争入札ということで

あれば、地場企業育成の観点から２市２町でも中小企業振興条例、要は市の作る協

定、町においても中小企業・小規模事業者振興条例というのを制定していることか

ら考えると、指名競争にして、例えば本店及び支店を置く業者のみというのを参加

条件にすればよかったと思いますけども、指名業者に１１社中、要は８社も熊本市

内の業者を入れたということは何か意図があるんでしょうか、お尋ねいたします。 

○議 長（青木照美） 渡辺局長。 

○事務局長（渡辺博和） ただいまのご質問にお答えします。 

今回指名業者の選定を行うにあたりましては、あらかじめ提出のあってございま

す指名願の中から消防関係車両等の車両販売について入札参加希望のあってござい
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ます熊本県内に事業所のある全企業を今回指名業者として選定を行っているところ

でございます。 

なお、今ご質問のありました２市２町の菊池郡市内ですと３社しかございません

ので、今回指名競争入札になりますので、入札にあたりましては基本的に広域連合

で概ね１０社程度を毎回選定するようにしてございますので、今おっしゃられまし

た３社ではちょっと少のうございますので、今回、熊本県内を対象に指名願の提出

があってございますのが１１社でございますので、全部を指名業者として選定いた

したところでございます。 

以上でございます。 

○議 長（青木照美） 荒木議員。 

○１番（荒木崇之） 先ほど私言いましたように、地方自治法に明確な規定はありませ

ん。２社以上であれば入札は成り立つとされております。私がこれを申しますのは、

過去にも桜消防署の机・椅子、これの事務物品を一般競争入札にしたことで、結局、

熊本市内の業者が取られた。今回も熊本市内の業者が取られている。やっぱり２市

２町の市民が払った税金ですから、２市２町の業者に私は還元するのが当然じゃな

いかというふうに思っております。 

そこで、ちょっと最後にお尋ねしたいんですけど、連合としては、今後、安けれ

ばいいという金額でいくのか、それとも地場産業育成の観点に基づいて努めていく

のか、これはちょっと質疑と離れるかもしれませんけども、お答えできるならお答

えください。 

○議 長（青木照美） 渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺博和） ただいまのご質問にお答えします。 

議員ご指摘のとおりに我々としましても地元の業者育成を図るために実績、その

他事項を勘案しながら、なるべくなら地元の企業を優先したいと思っているところ

なんですけども、ただ、金額、あと工事の内容等につきましては、やはりできる工

事と、またできない工事といいますか、それぞれ規模等がございますので、そうい

う状況を見ながら、今後ともできれば地元育成ということで地元の業者さんのほう

を可能な限り指名できればと思っているところでございます。 

以上でございます。 

○議 長（青木照美） ほかに質疑はございませんか。 

大塚勝二議員。 

○１３番（大塚勝二） ２点ちょっと質問したいと思うんですけど、その前に今度の救

急車の購入に関して生命維持管理装置が搭載されていると思うんですけども、その

生命維持管理装置のことをなぜ言うかといいますと、私、前職は大学病院で臨床工
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学技士という生命維持管理装置の操作や保守点検を行ってきたものですから、生命

維持管理装置というところで人工呼吸器や人工心肺装置、ＥＣＭＯですね、これは

コロナのときに肺が弱った人たちに回してきたという、安倍首相も臨床工学技士が

やっていますよということでアピールされたと、話されたというところで、皆さん

臨床工学技士というのを若干ご存じかと思いますけども、あとは血液透析装置、輸

液ポンプ、シリンジポンプ、除細動器があります。特に救急車においては、人工呼

吸器、輸液ポンプ、シリンジポンプ、除細動器、先ほども消防長のほうから話があ

りました自動マッサージ器ですね、そういうのが。 

○議 長（青木照美） 大塚議員、答弁中ですので、簡明に質問を。 

○１３番（大塚勝二） わかりました。 

今回なぜ質問するかといいますと、救急車に搭載される生命維持管理装置の保守

管理に係る費用は含まれているのか、１点がですね。あと１点が、消防署に常備し

てある生命維持管理装置の保守点検操作に係る教育体制について、２点質問いたし

ます。 

○議 長（青木照美） 狩野消防長。 

○消防長（狩野俊隆） ご質問にお答えいたします。 

まず、１つ目、経費は含まれておりません。 

２つ目、まず生命維持装置と言われるのが、救急車で思い浮かぶのが、先ほども

申し上げましたけども、ＡＥＤ、そして、先ほど説明しましたが自動心臓マッサー

ジ器、それと人工呼吸、それが該当するわけでございますけども、費用をかけての

保守点検は実施しておりません。 

また、どうやっているんだというところでございますが、職員が行う取扱訓練を

日常的にやっておりますので、そのときに始業点検と言っておりますけども、自主

的な点検を行っているところでございます。 

また、教育体制につきましては、不定期ではございますけども、メーカーを呼び

まして、取扱説明をしているところでございます。 

以上でございます。 

○議 長（青木照美） 大塚議員。 

○１３番（大塚勝二） 今後については、例えば始業点検、終業点検というのも必要な

んですけども、年に１回のメンテナンス、それもやっていかないと正常に動かない

と、その際にはいろんなちゃんと機能的に動いているかというのも点検する項目が

ありますので、そのあたりもして安全管理に努めていったほうがいいかと思うんで

すけど、そのあたりについてはどうでしょうか。 

○議 長（青木照美） 狩野消防長。 



－ 14 － 

○消防長（狩野俊隆） ご質問にお答えいたします。 

今後におきましては、ただいまの助言も含めまして、また資機材関係は重要なも

のもございますので、またそういうふうな他の消防本部での事故も起きております

ので、また国からの通知も度々来ておりますので、そういうところを踏まえて前向

きに詳細は検討いたしましてやっていきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議 長（青木照美） ほかに質疑はございませんか。 

村山龍一議員。 

○１４番（村山龍一） 資料の２ページと３ページ、開札調書をご覧いただいてよろし

いでしょうか。先ほど荒木議員のほうから言われたとおり、入札には２社以上とい

うことでいいと思いますが、この内容について質疑いたします。３つあります。 

１つ目が、失格者が３社いらっしゃいますが、その理由と、その理由の中で、３

社の中で、今、入札された業者より安い金額はなかったのかと、そして、最終的、

３つ目なんですが、１社で競争入札という競争原理が働いているかどうかについて

質疑いたします。 

以上の３つです。 

○議 長（青木照美） 渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺博和） ただいまのご質問にお答えします。 

今回の入札につきましては、失格者が３社、辞退が７社ございます。その３社の

うちの失格者の中に落札者よりも低く入札した者はいなかったかという質問だった

かと思いますけど、回答としましては１社ございました。 

まず、失格となった３社の理由につきましては、そのうち１社が入札の期限日ま

でに入札書自体が届かなかったということでございます。残りの２社につきまして

は、書類の添付不備によるもので、入札書の提出はあったんですけども、あらかじ

め事務局のほうから指示をしておりました内訳書が同封されなかったことによるも

のでございます。本件につきましては、菊池広域連合の郵便入札の実施要領第５条

になるんですけども、そこの規定で無効の入札に該当いたしますので、また各指名

業者さんのほうには事務局のほうから用意しました説明資料の内容をよく確認して

いくようにお知らせは事前にしていたところでございます。 

１社でも有効かということでございますけども、今回指名競争入札におきまして

入札者が１人となった場合ですけども、当該入札が適正な入札に該当するかという

ところで調査をいたしております。回答としましては、競争入札を行うに際し、公

告、また指名競争入札通知書を通知した場合におきまして、当該通知書の中に入札

者が１人しかいない場合、入札を行わない旨の明示をしていない限り、入札は行わ
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なければならないとされてございます。 

ただし、当該入札者の入札価格が予定価格の範囲外で落札とならなかった場合に

は、再度入札の措置を講ずる必要があるとされているところでございます。 

なお、今回の入札におけます当該入札者の入札価格につきましては予定価格の範

囲内でございますので、入札につきましては適正に行われたと判断されるところで

ございます。 

さらに、今回の入札では失格となった者が３社ございましたけども、残りの３社、

残りの入札参加者を除きました残りの指名業者の全社からは辞退届出があってない

ことと、また今回指名業者の選定を行うにあたっては、より多くの事業者に入札に

参加していただくために、先ほども申しましたけども、あらかじめ提出のあってご

ざいます指名願の中で消防関係車両の車両販売について入札参加希望のあっている

熊本県内の事業者の全業者を今回指名業者として選定を行ったところでございます。 

以上でございます。 

○議 長（青木照美） 村山議員。 

○１４番（村山龍一） 再度質疑いたします。 

ただいま入札については手続き上仕方ないかもしれませんが、先ほど１社だけが

今の落札価格よりも安かったということで、本来であれば、失格でなければもっと

安い金額で済んだんじゃないかと思いますが、再度確認しますが、この金額につい

ては、通常の落札率、今まで同じように消防車を買われたと思うんですが、それに

比べて、あまり変わりなかったかどうかを質疑いたします。 

○議 長（青木照美） 渡辺局長。 

○事務局長（渡辺博和） ただいまのご質問にお答えします。 

今回入札のあった金額が３,３２０万円でございますけども、失格者の中にござ

いました金額につきましては約３,３００万円でございました。 

以上でございます。 

○議 長（青木照美） 村山議員。 

○１４番（村山龍一） 再度質疑いたします。 

先ほど聞いたのは、通常の消防車あたりを買うのと一緒の落札率だったかどうか

の確認をしたくて質疑したわけです。今回は９０％ぐらいですので、通常とそう変

わらないということであれば、お答えいただくならと思います。 

○議 長（青木照美） 狩野消防長。 

○消防長（狩野俊隆） ただいまのご質問にお答えいたします。 

資料は手元にございませんので定かでございませんけども、落札率は変わりませ

ん。 
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以上でございます。 

○議 長（青木照美） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１１号を採決します。 

お諮りします。 

本件は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第１２号 令和７年度菊池広域連合一般会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議 長（青木照美） 日程第９、議案第１２号、令和７年度菊池広域連合一般会計補

正予算（第１号）についてを議題といたします。 

提出者の説明を求めます。𠮷本広域連合長。 

○広域連合長（𠮷本孝寿） それでは、議案書の９ページをお願いいたします。 

議案第１２号、令和７年度菊池広域連合一般会計補正予算（第１号）について、

ご説明をいたします。 

１３ページをお願いいたします。内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ７２７万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億

６,８２０万３,０００円とするものでございます。 

議案の要旨のみについて申し上げましたが、詳細につきましては事務局長より説

明させますので、慎重審議の上、ご議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議 長（青木照美） 渡辺事務局長。 

○事務局長（渡辺博和） 同じく、議案書の１３ページをお願いいたします。議案第１

２号、令和７年度菊池広域連合一般会計補正予算（第１号）について、ご説明いた

します。 

令和７年第１回菊池広域連合議会定例会２日目の全員協議会においてご説明いた

しましたＮＨＫ受信料について、ＮＨＫ熊本放送局との協議が終わり、受信料が確

定しました分と、４月の職員の人事異動に伴う各種手当に関する分を今回補正にて
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計上するものでございます。 

第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２７万６,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億６,８２０万３,０００円とする

ものでございます。 

第１条第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、１４ページから１５ページの「第１表 歳入歳

出予算補正」によるものとしております。 

続きまして、歳入からご説明いたします。 

２０ページをお願いいたします。款７繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基

金繰入金、補正額７２７万６,０００円の増額は、歳出にてご説明をいたします。

職員の人事異動による各種手当の変更分とＮＨＫ受信料補正分の財源の調整となり

ます。内訳は、管理費等分１３１万６,０００円、火葬場費分７５万７,０００円、

し尿処理費分３０万２,０００円、消防費分４９０万１,０００円をそれぞれ増額す

るものです。 

議案書の２１ページ、資料集の５ページをお願いします。歳出について、ご説明

いたします。 

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節３職員手当等の１１３万円は、

扶養手当分として５１万円、児童手当として６２万円増額するものでございます。 

節１３使用料及び賃借料１８万６,０００円の増額は、事務局総務課の公用車１

台追加分のＮＨＫ受信料になります。内訳は、現年度追加分が６,０００円、遡及

分が１８万円となっています。 

款４衛生費、項１保健衛生費、目１火葬場費、節１３使用料及び賃借料７５万７,

０００円の増額は、菊池火葬場のテレビ２台追加分のＮＨＫ受信料になります。内

訳につきましては、現年度追加分が２万２,０００円、遡及分が７３万５,０００円

となっています。 

次に、款４衛生費、項２清掃費、目１し尿処理費、節１３使用料及び賃借料３０

万２,０００円の増額につきましては、クリーンセンター花房のテレビ１台追加分

のＮＨＫ受信料になります。内訳としましては、遡及分が３０万２,０００円とな

っています。 

次に、款５消防費、項１消防費、目１常備消防費、節１３使用料及び賃借料４９

０万１,０００円の増額につきましては、消防本部及び４署のＮＨＫ受信料追加分

になります。内訳としましては、まず、消防本部・南署分につきましては、テレビ

５台、消防車両等１１台、現年度追加分が９万８,０００円、遡及分が２６２万２,

０００円、次に、北署分としましては、テレビが２台、消防車両等５台、現年度追
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加分が４万３,０００円、遡及分が７９万円、次に、西署分としましては、テレビ

１台、消防車両等３台、現年度追加分が２万５,０００円、遡及分が５８万９,００

０円、次に、桜署分としましては、テレビ２台、消防車両等３台、現年度追加分が

３万１,０００円、遡及分が７０万３,０００円となっております。 

以上で説明を終わります。 

○議 長（青木照美） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第１２号を採決します。 

お諮りします。 

本件は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 同意第１号 菊池広域連合監査委員の選任について 

○議 長（青木照美） 日程第１０、同意第１号、菊池広域連合監査委員の選任につい

てを議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により、岩下和高議員の退席を求めます。 

（岩下和高議員 退席） 

○議 長（青木照美） 提出者の説明を求めます。𠮷本広域連合長。 

○広域連合長（𠮷本孝寿） 議案書の２３ページをお願いいたします。同意第１号、菊

池広域連合監査委員の選任についてをご説明いたします。 

菊池広域連合監査委員につきましては、地方自治法第１９５条第２項及び菊池広

域連合規約第１６条の規定により、２名の委員をもって組織し運営されております。 

今回、議会選出の監査委員、泉田栄一朗氏の任期満了に伴い、新たな監査委員を

選任する必要があります。 

つきましては、議会選出の監査委員に岩下和高氏を選任したいと存じます。 

岩下氏は、識見も豊富であり、監査委員として適任であると存じます。 

選任につきましては、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意

を求めるものでございます。 
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慎重審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長（青木照美） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、同意第１号を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議 長（青木照美） 全員起立です。 

したがって、同意第１号は原案のとおり可決されました。 

岩下和高議員の入場を許可します。 

（岩下和高議員 着席） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 同意第２号 菊池広域連合監査委員の選任について 

○議 長（青木照美） 日程第１１、同意第２号、菊池広域連合監査委員の選任につい

てを議題とします。 

提出者の説明を求めます。𠮷本広域連合長。 

○広域連合長（𠮷本孝寿） それでは、議案書の２５ページをお願いいたします。同意

第２号、菊池広域連合監査委員の選任についてをご説明いたします。 

先ほど申し上げましたとおり、菊池広域連合監査委員につきましては、地方自治

法第１９５条第２項及び菊池広域連合規約第１６条の規定により、２名の委員をも

って組織し運営されております。 

今回、識見監査委員の宮川貞雄氏が辞任をされたことに伴い、新たな監査委員を

選任する必要があります。 

つきましては、識見監査委員に吉永正哉氏を選任したいと存じます。 

吉永正哉氏につきましては、識見も豊富であり、監査委員として適任であると存

じます。また、大津町選任の監査委員も務められておられます。 

選任につきましては、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意

を求めるものでございます。 

慎重審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長（青木照美） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、同意第２号を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議 長（青木照美） 全員起立です。 

したがって、同意第２号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 報告第１号 令和６年度菊池広域連合一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告について 

○議 長（青木照美） 日程第１２、報告第１号、令和６年度菊池広域連合一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 

提出者の説明を求めます。𠮷本広域連合長。 

○広域連合長（𠮷本孝寿） それでは、議案書の２７ページをお願いいたします。報告

第１号、令和６年度菊池広域連合一般会計繰越明許費計算書の報告について、ご説

明をいたします。 

内容は、令和６年度菊池広域連合一般会計繰越明許費について、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定により、調製した繰越計算書を報告するものでございま

す。 

２８ページをお願いいたします。対象となる事業は、款４衛生費、項１保健衛生

費、事業名、火葬場事業、繰越額は、３１２万２,９００円でございます。 

○議 長（青木照美） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

最後にお諮りします。 

本臨時会において議決されました各案件について、その条項、字句、数字、その

他の整理を要するものについては、菊池広域連合議会会議規則第４５条の規定によ

り、その整理を議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議 長（青木照美） 異議なしと認めます。 
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お諮りしたとおり決定いたしました。 

これで、本日の議事は全部終了いたしました。 

以上で、令和７年第１回菊池広域連合議会臨時会を閉会いたします。 

全員、起立をお願いします。お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後４時３５分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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